
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

函 館 市 民 憲 章 
昭和５２年５月３日制定 

 

 （前文） 

 わたくしたちは，北海道の文化発祥の地，函館に住む市民です。 

 山と海にかこまれた美しい自然を誇り，すぐれた市民性をはぐくんできた函館を，

いっそう住みよい都市に発展させるため，わたくしたち市民とまちの理想像をかかげ，

ここに市民憲章を定めます。 

 

 （本文） 

 １ 真心あふれる函館市民，あたたかいまち 

 １ 健康で働く函館市民，にぎわうまち 

 １ 文化を誇る函館市民，はぐくむまち 

 １ 自然を生かす函館市民，きれいなまち 

 １ 郷土を愛する函館市民，のびゆくまち 

 

 

市           章 
昭和１０年７月１３日制定 

 

 

   天然の良港－函館港は，津軽海峡に突き出した 

  岬の角に抱かれた形をしており，海水が深く湾入 

  して巴状になっているところから，俗に「巴の港」 

  といわれています。これになぞらえて左巴を市章 

  に制定しました。 

 

 

 

  市の木 おんこ    市の花 つつじ    市の鳥 ヤマガラ    市の魚 イ カ 

 昭和 50 年４月１日制定   昭和 50 年４月１日制定  昭和 62 年 5 月 10 日制定   平成元年８月１日制定 



は  じ  め  に 

 

 

 函館市統計書平成２２年版をここに刊行いたします。 

 函館市は，安政６年（１８５９年），日本最初の貿易港として海外に門戸を開き，

いち早く西欧文化を取り入れるなど，長い歴史と文化を有する地方中核都市として，

また，南北海道における行政，経済，文化の中心地としての役割を果たしておりま

す。 

 この統計書は，函館市の自然，人口，産業，経済，福祉，教育および財政など多

くの分野にわたり，基本的な統計資料を総合的に収録し，市勢の現況とその推移を

明らかにしようとするものです。本書が各種行政資料として利用されるにとどまら

ず，少しでも函館市というまちの姿を御理解いただく一助にしていただければ幸い

です。 

 なお，編さんにあたっては，利用する皆様に，より見やすく，より使いやすいも

のになるよう努力してまいりましたが，今後とも皆様から御意見，御指導をいただ

き，さらに充実を図りたいと存じます。 

 終わりに，本書の刊行にあたり，貴重な資料の提供および格別な御協力をいただ

きました関係機関各位に対しまして，厚くお礼申し上げますとともに，今後とも一

層の御支援をお願いいたします。 

 

平成 ２３ 年 ３ 月 

 

函   館   市    

 



利用にあたって 

 

１ 平成 16 年 12 月 1 日に函館市は，戸井町・恵山町・椴法華村・南茅部町と合

併しました。 

  本書は，函館市の行政区域内の統計資料ですが，旧戸井町・旧恵山町・旧椴

法華村・旧南茅部町分については，原則として組み換えを行なわずに収録しま

した。ただし，これにより難い場合のみ一部行政区域外も含め，それらの機関

の管内で表示しその範囲を脚注に示しました。 

２ 本書の内容は，平成 17 年(度)から平成 21 年(度)を基本に収録しました。平

成 15 年(度)については，原則として当時の函館市の行政区域の資料を収録しま

した。平成 16 年(度)から平成 19 年(度)については，旧 4 町村を含めた 1 年間

の数値ですが，これにより難い場合は脚注に示しました。 

３ 統計表中，「年次」とあるのは 1 月 1 日から 12 月 31 日までを，「年度」とあ

るのは 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期間を示します。 

４ 資料は各官公庁，団体，会社から提供されたものおよび本市が直接収集した

ものであり，その出所名は各表右下部に掲げました。 

５ 統計表中，説明を要するものについては各統計表の下部に脚注に示しました。 

６ 統計表中，単位未満については，四捨五入を原則としたため，総数と内訳の

計が一致しない場合もあります。 

７ 数字の単位については，統計表中または右上部に注記しましたが，一見明瞭

なものは省略しました。 

８ 統計表中の用語・符号の用い方は次のとおりです。 

  「旧函館市」……… 平成 16 年 12 月 1 日合併以前の函館市 

  「東部四支所」……… 旧戸井町・旧恵山町・旧椴法華村・旧南茅部町 

  「 ０ 」 ……… 表章単位に満たないもの 

  「 － 」 ……… 該当数字がないもの 

  「 … 」 ……… 数字が得られないもの 

  「 Ｘ 」 ……… 公表を差し控えたもの 

  「 △ 」 ……… 減少または負数 

９ 利用にあたって，本書より資料を転載する場合は，資料の出所名を明記して

ください。 

10 なお，さらに詳細な資料を必要とされるとき，また，疑義がある場合は，本

市総務部総務課または各資料の出所機関へ照会してください。 




